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第 1 章. 総論 

 

第１節 流域治水の推進 

（１）流域治水の考え方 

近年、短時間降雨の発生回数の増加（50mm/h超の発生件数は約 30年前の 10年間の平均発

生回数の約 1.5 倍）や台風の大型化等、既に地球温暖化の影響が顕在化してきており、今後、

さらに気候変動の影響により、水災害の激甚化・頻発化が予測されている。 

「流域治水」とは、このような気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、堤

防の整備、ダムの建設・再生等の対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流

入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わる

あらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方である。 

流域治水では、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地域

の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策、②被害対象を減少させるための

対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で総合的、かつ、多層

的に進めることとしている。（図 1-1参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流域治水に関する地域での取組を推進するため、河川整備に加え、流域のあらゆる関係者が

協働して行う対策も含めた治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として水系ごとに取

りまとめ（全国 109 の一級水系では令和３年３月末に策定・公表）、河川・ダム事業や地元自

治体等の流域関係者が連携して取り組む多層的な流域治水対策を全国で展開している。 

また、気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、

流域治水の取組を加速化・深化させることが必要となっている。このため、全国 109 の一級水

系において、加速化・深化に必要な取組を反映した「流域治水プロジェクト 2.0」に更新した。 

図 1-1 「流域治水」の施策イメージ 
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なお、流域治水の取組においては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラ

の考えを推進し、河川全体の自然の営みを視野に入れた多自然川づくりに取り組むとともに、

河川のみならず、河川周辺の水田・森林、氾濫原湿地や河跡湖など流域の自然環境の保全や創

出を図りつつ、治水対策を適切に組み合わせることにより、生態系ネットワークの形成に努め

る必要がある。 

 

（２）流域治水関連法 

ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体

を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の

実効性を高め、強力に推進するため、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」

（令和３年法律第 31 号。通称「流域治水関連法」。）が整備され、令和３年５月 10 日に公布、

同年 11月１日に全面施行された。 

流域治水関連法では、流域治水に係る９つの法律（①特定都市河川浸水被害対策法（平成 15

年法律第 77号）、②河川法（昭和 39年法律第 167号）、③下水道法（昭和 33年法律第 79号）、

④水防法（昭和 24年法律第 193号）、⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）、⑥都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）、⑦防災の

ための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律（昭和 47 年法律第 132

号）、⑧都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）、⑨建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）が一

体的に改正されており、同法はハード・ソフト一体で総合的、かつ、多層的な流域治水対策を

推進するための法的枠組みとなっている。 

流域治水関連法に基づく各法令の改正内容と流域治水対策との関係を図 1-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-2 流域治水関連法に基づく各法令の改正内容と流域治水対策との関係 



第１章 

総 論 

1-3 

 

 

また、流域治水関連法の内容は、4本の柱に分類される（図 1-3参照）。 

このうち、本書で解説する特定都市河川浸水被害対策法は、流域治水関連法の中核をなすも

のであり、特定都市河川を全国の河川に拡大し法的枠組みのもとで流域治水を強力に推進して

いくための所要の改正が行われた。 

 

 

 

 

  

図 1-3 流域治水関連法の概要 

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算

背景・必要性
＜予算関連法律＞

降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や
本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む
「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法」を整備する必要

３．被害対象を減少させるための対策 【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策 【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、

自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による

  雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

◆ 河川・下水道における対策の強化

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 【水防法、土砂災害防止法、河川法】

流域治水のイメージ

（20世紀末比）

治水ダムの建設・再生
利水ダム活用

雨水貯留浸透施設

避難拠点の整備

ハザードマップ作成

浸水被害防止区域

貯留機能保全区域

防災集団
移転事業

堤防強化

◎ 堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

地区計画

下水道整備

砂防施設の整備

法律の概要

－ 利水ダム等の事前放流に係る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が参画）制度の創設

－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備を支援

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）

－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転を促進

－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の安全性を強化

（※予算関連）

（※予算関連）

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告によって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、準用河川を追加

（※予算関連・税制）

森林・治山施設の整備

【公布：R3.5.10 / 施行：R3.7.15又はR3.11.1】

※黄着色：特定都市河川浸水被害対策法関係
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第２節 特定都市河川浸水被害対策法の改正（法第１条から第３条まで） 

第一 特定都市河川浸水被害対策法関係 

１．特定都市河川の指定要件の見直しについて（特定都市河川浸水被害対策法第１条から第３

条まで関係） 

（１）改正の趣旨 

特定都市河川浸水被害対策法は、都市部を流れる河川の流域において、浸水被害対策の総

合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、

雨水の浸透を著しく妨げる行為の許可その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域

における浸水被害の防止のための対策の推進を図るものである。 

改正前の同法においては、運用上、特定都市河川の指定に当たり「都市部を流れる河川」

の要件として流域内の市街化率が概ね５割以上であること、「著しい浸水被害の発生又はそ

のおそれ」を有している河川の要件として、過去の実績又は想定される年平均水害被害額が

10億円以上であること、「河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難」

な河川の要件として、個別の河川の整備状況、事業計画、事業進捗の見込み、流域の市街化

の進展の状況及びその将来の見込みを踏まえることとされてきた。 

近年、気候変動により水災害が激甚化・頻発化しており、令和元年東日本台風などでは、

地方の県庁所在地や中核都市等の都市部を流れる河川において、従来想定していなかった規

模での水害が発生しており、「市街化の進展」以外の要因により、河道等の整備による浸水被

害の防止が困難となる状況が生じている。 

このような状況を踏まえ、改正法による特定都市河川浸水被害対策法の改正（以下「特定

都市河川法改正」という。）により、特定都市河川法改正前には指定対象とされていなかった、

「当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自

然的条件の特殊性」により、河道等の整備のみでは浸水被害の防止が困難な河川及びその流

域について、指定の対象に加え、全国で流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることと

された。 

 

【解説】 

特定都市河川浸水被害対策法は、都市化の進展に伴う人口及び資産の集積、集中豪雨の増加

等により、都市部における浸水被害が甚大となってきている一方、都市部を流れる河川の流域

においては、通常の河川改修のみでは浸水被害の防止を図ることが市街化の進展により困難と

なってきていることを踏まえ、当該流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図るも

のとして、平成 16年５月 15日に施行された。同法の改正前までに３大都市圏を中心に８水系

64河川が特定都市河川に指定されていた（図 1-4参照）。 

今般、気候変動により水災害が激甚化・頻発化しており、「市街化の進展」以外の要因により、

河道等の整備による浸水被害の防止が困難となる状況が生じていること等を踏まえ、同法の改

正前には指定対象とされていなかった「接続する河川の状況」「河川の周辺の地形等の自然的条

件の特殊性」を要因として浸水被害の防止が困難な河川を指定の対象に加えることとされ、従

前の指定要件が大幅に見直されたことにより、特定都市河川の対象が全国の河川に拡大され、

全国で流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることとされた。 
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改正後の特定都市河川浸水被害対策法の全体像について、図 1-5に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 特定都市河川の一覧（特定都市河川浸水被害対策法改正前） 

図 1-5 特定都市河川浸水被害対策法の全体像 

P

貯留機能保全区域の指定

保全調整池の指定

流域治水の計画・体制の強化

流域水害対策計画に基づく流域治水の実践

特定都市河川の指定対象

下水道整備

排水ポンプの
運転調整

浸水被害防止区域の指定

雨水貯留浸透施設の整備
移転等の促進

雨水浸透阻害行為の
許可

河川改修・排水機場等の
ハード整備

洪水・雨水を一時的に貯留する機能を有する農地
等を指定し、機能を阻害する盛土等の行為に対し、
事前届出を義務付けることができる

• 指定権者：都道府県知事等
• 盛土等の行為の事前届出を義務化
• 届出内容に対し、必要に応じて助言・勧告

100m3以上の防災調整池を保
全調整池として指定し、機能を阻
害する埋立等の行為に対し、事前
届出を義務付けることができる

• 指定権者：都道府県知事等
• 埋立等の行為の事前届出を
義務化

• 届出内容に対し、必要に応じて
助言・勧告

流域で雨水を貯留・浸透させ、水害リスク
を減らすため、公共に加え、民間による雨
水貯留浸透施設の設置を促進する

①雨水貯留浸透施設整備計画の認定
都道府県知事等が認定することで、補
助金の拡充、税制優遇、公共による管理
ができる制度等を創設

• 対象：民間事業者等

• 規模要件：≧30m3（条例で0.1–
30m3の間で基準緩和が可能）

②国有財産の活用制度
国有地の無償貸付又は譲与ができる

• 対象：地方公共団体

田畑等の土地が開発され、雨水が地
下に浸透せず河川に直接流出すること
により水害リスクが高まることがないよう、
一定規模以上の開発について、貯留・
浸透対策を義務付ける

• 対象：公共・民間による1,000㎡※

以上の雨水浸透阻害行為

※条例で基準強化が可能

浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい危
害が生じるおそれのある土地を指定し、開発規制や居
住誘導・住まい方の工夫等の措置を講じることができる

• 指定権者：都道府県知事
• 都市計画法上の開発の原則禁止(自己用住宅除く)
• 住宅・要配慮者施設等の開発・建築
行為を許可制とすることで安全性を確保

流域水害対策計画に位置付けられた
メニューについて、整備を加速化する

• 河道掘削、堤防整備
• 遊水地、輪中堤の整備
• 排水機場の機能増強 等

保全調整池

貯留機能保全区域

校庭貯留

河川管理者による
雨水貯留浸透施設

の整備

宅地内排水設備に
貯留浸透機能を付加

雨水浸透阻害
行為の許可

浸水被害防止区域

浸水被害防止区域

河川改修

公園貯留

雨水貯留浸透施設
整備計画の認定

他の地方公共団体の負担

雨水貯留浸透施設の例

浸水被害被害防止区域における
居住誘導・住まい方の工夫のイメージ

貯留機能を有する土地のイメージ

特定都市河川の指定
全国の河川へ指定拡大

流域水害対策協議会の設置
計画策定・対策等の検討

流域水害対策計画 策定
洪水・雨水出水により想定される

浸水被害に対し、概ね20–30年の間に実施する取組を定める

関係者の協働により、計画に基づき「流域治水」を本格的に実践

【流域水害対策協議会の構成イメージ】

市町村長

河川管理者

下水道管理者

都道府県知事
接続河川の
河川管理者

学識経験者※

民間事業者等※

※計画策定主体が必要と認める場合（任意）

：流域水害対策計画策定主体

住民※（地域の
防災リーダー等）

居室

基準
水位

住宅・要配慮者施設等の
安全性を事前許可制とする

居室の床面が
基準水位以上

浸水被害防止区域

敷地の
嵩上げ

ピロティ等

移転

①市街化の進展

市街化の進展が著しく、
流域内可住地の市街化
率が概ね５割以上の河川

本川からのバックウォーターや
接続先の河川への排水制限が
想定される河川

狭窄部、景勝地の保護等
のため河道整備が困難又は
海面潮位等の影響により排
水が困難な河川

市街化の進展 自然的条件等
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なお、改正前の特定都市河川浸水被害対策法に基づく各施策のうち、都市洪水等発生時の円

滑、かつ、迅速な避難確保等を図ることとされていた都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域

制度については、流域治水関連法によって水防法の規定に基づく浸水想定区域制度に一本化さ

れたことに伴い廃止されている。なお、その他の各施策は改正後も踏襲されている。 

 

 

第３節 本書の位置付け 

（１）特定都市河川浸水被害対策法に係る通知等 

平成 16 年５月 15 日の法の施行及び令和３年 11 月１日の流域治水関連法の施行に当たって

は、それぞれ、施行及び運用に当たり留意すべき事項等について通知等が発出されている。 

同法に係る通知等一覧について、図 1-6に示す。 

 

 

 

 

（２）本書の位置付け及び構成 

本書「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」は、特定都市河川浸

水被害対策法に規定する特定都市河川及び特定都市河川流域の指定、流域水害対策計画の策定・

実施等において、河川管理者、下水道管理者、都道府県及び市町村等が適切、かつ、円滑に同

法を活用するため、検討手順及び留意すべき事項等を取りまとめたものである。 

本書は同法の改正の際に発出された通知を引用した上で、通知の内容を解説するものであり、

実務者が理解しやすいよう図表や参考となる事例等を用いる等、工夫している。 

図 1-6 特定都市河川浸水被害対策法に係る通知等の一覧 
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また、本書の第２章以降において、「法」とは特定都市河川浸水被害対策法、「令」とは特定

都市河川浸水被害対策法施行令（平成 16 年政令第 168 号）、「規則」とは特定都市河川浸水被

害対策法施行規則（平成 16年国土交通省令第 64号）を指す。 

 

（３）本書の作成経緯 

本書の作成に当たっては、都道府県等の実務担当者に対し特定都市河川連絡会への参加を募

り、同会を通じた意見交換等も踏まえ、改正後の都市河川浸水被害対策法の運用に際し周知す

べき事項や具体的な検討を進めてきた。 

特定都市河川連絡会は、令和３年６月以降、合計７回開催され、意見・質問募集を通じて、

約 700 件のご意見等を頂いた。これらのご意見等を踏まえ、より実務者の理解促進に資するよ

う本書の内容の充実を図った。 

令和５年１月のガイドライン発行以降において、関係する各制度の拡充、最新情報への更新

による追記・修正、文章の誤字等の修正を行い Ver1.1として改訂し、内容の充実を図った。 

 

（４）地方公共団体向け本書の関連項目等 

特定都市河川浸水被害対策法には、流域治水を法的枠組みにより推進するための様々な規定

がある。 

このうち、地方公共団体が実施権者となり得る規定の一覧について、表 1-1に示す。 

地方公共団体において条例や規則で別途定める事項の一覧について、表 1-2に示す。 

地方公共団体において公示、公告又は縦覧する事項の一覧について、表 1-3に示す。 

なお、同法の運用に当たっては、河川管理者及び下水道管理者のみならず、都道府県及び市

町村の水防、まちづくり（都市計画）、建築、農林をはじめとした各関係部局や流域内で事業を

営む民間事業者や、流域内に居住する住民等の多くの関係者が関わることが想定される。 
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表
 1
-1
 
地
方
公
共
団
体
が
実
施
権
者
と
な
り
得
る
規
定
の
一
覧

 

実
施

権
者

と
な

り
得

る
者

都
道

府
県

知
事

指
定

都
市

の
長

中
核

市
の

長
左

記
以

外
の

市
町

村
の

長

「
特

定
都

市
河

川
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と

第
３

条
第

１
条

P
2
-
9

特
定

都
市

河
川

及
び

特
定

都
市

河
川

流
域

の
指

定
※

2
○

「
流

域
水

害
対

策
協

議
会

制
度

」
に

関
す

る
こ

と

第
６

条
第

７
条

P
3
-
1

流
域

水
害

対
策

協
議

会
の

設
置

○
※

3
○

※
3

○
※

4
○

※
4

「
流

域
水

害
対

策
計

画
」
に

関
す

る
こ

と

第
４

条
P
4
-
1

流
域

水
害

対
策

計
画

の
策

定
○

※
3

○
※

3
○

※
4

○
※

4

「
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
計

画
の

認
定

等
」
に

関
す

る
こ

と

第
1
1
条

第
６

条
P
5
-
2

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

整
備

計
画

の
認

定
○

○
○

※
5

第
1
9
条

P
5
-
2
0

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
管

理
協

定
の

締
結

○
○

○
○

「
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
の

許
可

」
に

関
す

る
こ

と

第
９

条
第

２
項

２
．

（
８

）
P
6
-
3
1

基
準

降
雨

の
公

示
○

○
○

※
5

第
3
0
条

第
1
6
条

P
6
-
3

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
許

可
○

○
○

※
5

２
．

（
１

７
）

P
6
-
4
9

対
策

工
事

に
よ

り
設

置
さ

れ
た

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
移

管
○

○
○

※
5

第
3
9
条

第
1
3
条

第
2
9
条

P
6
-
5
0

対
策

工
事

に
よ

り
設

置
さ

れ
た

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
機

能
を

阻
害

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

行
為

の
許

可
○

○
○

※
5

「
保

全
調

整
池

の
指

定
」
に

関
す

る
こ

と

第
4
4
条

P
6
-
5
5

保
全

調
整

池
の

指
定

○
○

○
※

5

第
4
6
条

第
1
5
条

第
1
6
条

P
6
-
5
8

保
全

調
整

池
の

機
能

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
行

為
の

許
可

○
○

○
※

5

第
4
8
条

P
6
-
5
9

保
全

調
整

池
の

管
理

協
定

の
締

結
○

○
○

○

「
貯

留
機

能
保

全
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と

第
5
3
条

P
7
-
5

貯
留

機
能

保
全

区
域

の
指

定
○

○
○

※
5

第
5
5
条

第
1
7
条

第
4
1
条

第
4
2
条

P
7
-
1
6

貯
留

機
能

保
全

区
域

に
お

け
る

対
象

行
為

の
届

出
○

○
○

※
5

「
浸

水
被

害
防

止
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と

第
5
6
条

P
8
-
7

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
○

第
5
7
条

第
4
9
条

P
8
-
2
2

浸
水

被
害

防
止

区
域

に
お

け
る

特
定

開
発

行
為

の
許

可
○

○
○

※
5

第
6
6
条

第
6
5
条

P
8
-
4
3

浸
水

被
害

防
止

区
域

に
お

け
る

特
定

建
築

行
為

の
許

可
○

○
○

※
5

※
1
　

：
　

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
の

運
用

に
つ

い
て

（
令

和
４

年
１

月
1
9
 日

国
水

政
第

1
1
0
 号

、
国

水
治

第
1
4
5
 号

、
国

水
下

流
第

1
7
 号

）

※
2
　

：
　

指
定

し
よ

う
と

す
る

区
間

の
す

べ
て

が
一

級
河

川
の

指
定

区
間

内
に

あ
る

と
き

も
し

く
は

二
級

河
川

の
と

き

※
3
　

：
　

特
定

都
市

河
川

の
河

川
管

理
者

又
は

特
定

都
市

河
川

流
域

に
係

る
特

定
都

市
下

水
道

の
下

水
道

管
理

者
を

含
む

※
4
　

：
　

特
定

都
市

河
川

流
域

に
係

る
特

定
都

市
下

水
道

の
下

水
道

管
理

者
を

含
む

※
5
　

：
　

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

及
び

中
核

市
以

外
の

市
町

村
へ

権
限

移
譲

さ
れ

た
場

合

法
令

規
則

運
用

通
知

※
1

本
書

掲
載

P
事

項
の

概
要
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表
 1
-2
 
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
条
例
や
規
則
で
別
途
定
め
る
事
項
の
一
覧

 

条
例

規
則

「
流

域
水

害
対

策
計

画
の

策
定

」
に

関
す

る
こ

と

第
1
0
条

第
４

条
１

．
（
１

）
１

．
（
３

）
③

（
iii
）

P
4
-
5
5

下
水

道
法

第
1
0
条

第
1
項

に
規

定
す

る
排

水
設

備
の

技
術

上
の

基
準

の
特

例
下

水
道

法
第

1
0
条

第
1
項

に
規

定
す

る
排

水
設

備
に

適
用

す
べ

き
排

水
及

び
雨

水
の

一
時

的
な

貯
留

又
は

地
下

へ
の

浸
透

に
関

す
る

技
術

上
の

基
準

公
共

下
水

道
管

理
者

○

「
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
計

画
の

認
定

等
」
に

関
す

る
こ

と

４
．

（
２

）
P
5
-
2

事
務

の
権

限
移

譲
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
計

画
の

認
定

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

等
以

外
の

市
町

村
へ

の
権

限
の

移
譲

-
○

第
8
条

４
．

（
４

）
P
5
-
1
1

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
認

定
基

準
と

な
る

規
模

の
緩

和
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
計

画
の

認
定

基
準

と
な

る
規

模
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

○

（
地

方
税

法
）

４
．

（
８

）
P
5
-
1
9

認
定

計
画

に
係

る
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
の

固
定

資
産

税
の

減
税

認
定

計
画

に
係

る
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
の

固
定

資
産

税
の

課
税

標
準

市
町

村
○

○

「
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
の

許
可

」
に

関
す

る
こ

と

２
．

（
１

）
②

P
6
-
4

事
務

の
権

限
移

譲
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
の

許
可

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

等
以

外
の

市
町

村
へ

の
権

限
の

移
譲

-
○

２
．

（
１

）
②

P
6
-
5

許
可

手
数

料
の

徴
収

雨
水

浸
透

阻
害

行
為

の
許

可
に

係
る

手
数

料
に

関
す

る
事

項
-

○

第
3
0
条

第
6
条

第
1
9
条

２
．

（
３

）
２

．
（
４

）
②

２
．

（
1
0
）

P
6
-
1
6

許
可

の
対

象
規

模
の

引
下

げ
許

可
を

要
す

る
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
の

規
模

（
土

地
の

面
積

）
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
事

務
処

理
市

町
村

○

第
3
3
条

第
1
項

第
1
0
条

第
2
2
条

第
2
3
条

２
．

（
９

）
P
6
-
4
4

許
可

の
技

術
的

基
準

の
強

化
対

策
工

事
の

計
画

に
つ

い
て

の
技

術
的

基
準

（
強

化
降

雨
）

地
方

公
共

団
体

○

第
3
8
条

第
3
項

第
2
7
条

２
．

（
2
0
）

P
6
-
5
2

対
策

工
事

に
よ

り
設

置
さ

れ
た

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
標

識
の

設
置

の
基

準
標

識
に

明
示

す
る

事
項

お
よ

び
標

識
の

設
置

場
所

に
つ

い
て

の
基

準
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
事

務
処

理
市

町
村

○
○

「
保

全
調

整
池

の
指

定
」
に

関
す

る
こ

と

３
．

（
１

）
P
6
-
5
5

保
全

調
整

池
の

指
定

に
係

る
事

務
の

権
限

移
譲

保
全

調
整

池
の

指
定

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

等
以

外
の

市
町

村
へ

権
限

の
移

譲
-

○

第
1
4
条

３
．

（
３

）
P
6
-
5
5

保
全

調
整

池
の

指
定

の
対

象
規

模
の

引
下

げ
保

全
調

整
池

と
し

て
指

定
す

る
防

災
調

整
池

の
規

模
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
事

務
処

理
市

町
村

○

第
4
5
条

第
1
項

第
3
3
条

３
．

（
５

）
P
6
-
5
7

保
全

調
整

池
の

標
識

の
設

置
の

基
準

標
識

に
明

示
す

る
事

項
お

よ
び

標
識

の
設

置
場

所
に

つ
い

て
の

基
準

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

事
務

処
理

市
町

村
※

4
○

「
貯

留
機

能
保

全
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と ５
．

（
２

）
②

P
7
-
5

事
務

の
権

限
移

譲
貯

留
機

能
保

全
区

域
の

指
定

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

等
以

外
の

市
町

村
へ

権
限

の
移

譲
-

○

（
地

方
税

法
）

P
7
-
1
0

貯
留

機
能

保
全

区
域

の
指

定
を

受
け

て
い

る
土

地
の

固
定

資
産

税
及

び
都

市
計

画
税

の
減

税
貯

留
機

能
保

全
区

域
の

指
定

を
受

け
て

い
る

土
地

の
固

定
資

産
税

及
び

都
市

計
画

税
の

課
税

標
準

市
町

村
○

○

第
5
4
条

第
1
項

第
4
0
条

５
．

（
３

）
　

P
7
-
1
3

貯
留

機
能

保
全

区
域

の
標

識
の

設
置

の
基

準
標

識
に

明
示

す
る

事
項

お
よ

び
標

識
の

設
置

場
所

に
つ

い
て

の
基

準
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
事

務
処

理
市

町
村

※
4

○

「
浸

水
被

害
防

止
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と

P
8
-
2
2

事
務

の
権

限
移

譲
特

定
開

発
行

為
の

許
可

、
特

定
建

築
行

為
の

許
可

に
係

る
事

務
に

つ
い

て
、

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
を

指
定

都
市

等
以

外
の

市
町

村
へ

権
限

の
移

譲
-

○

第
6
7
条

第
2
項

第
6
7
条

第
4
項

第
6
7
条

第
3
項

P
8
-
4
7

特
定

建
築

行
為

の
申

請
に

係
る

申
請

書
の

添
付

図
書

の
一

部
省

略
特

定
建

築
行

為
の

申
請

に
係

る
申

請
書

の
添

付
図

書
の

一
部

省
略

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
○

第
5
7
条

第
2
項

第
3
号

６
．

（
４

）
②

（
iii

）
P
8
-
2
8

区
域

ご
と

の
制

限
用

途
法

第
5
7
条

第
２

項
第

１
号

お
よ

び
第

２
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

洪
水

又
は

雨
水

出
水

の
発

生
時

に
お

け
る

利
用

者
の

円
滑

か
つ

迅
速

な
避

難
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
お

そ
れ

が
大

き
い

も
の

と
し

て
、

浸
水

被
害

防
止

区
域

内
の

区
域

ご
と

の
制

限
用

途
市

町
村

○

第
6
7
条

第
3
項

P
8
-
4
5

特
定

建
築

行
為

の
申

請
に

係
る

申
請

書
の

記
載

事
項

条
例

で
定

め
る

用
途

の
建

築
物

に
つ

い
て

の
特

定
建

築
行

為
の

申
請

に
か

か
る

申
請

書
の

記
載

事
項

市
町

村
※

5
○

第
6
7
条

第
4
項

P
8
-
4
7

特
定

建
築

行
為

の
申

請
に

係
る

申
請

書
の

添
付

図
書

条
例

で
定

め
る

用
途

の
建

築
物

に
つ

い
て

の
特

定
建

築
行

為
の

申
請

に
か

か
る

申
請

書
の

添
付

図
書

市
町

村
※

5
○

第
6
8
条

第
2
項

第
2
号

第
6
9
条

６
．

（
５

）
③

（
iv

）
P
8
-
5
7

特
定

建
築

行
為

の
許

可
に

係
る

居
室

の
床

面
の

高
さ

の
基

準
条

例
で

定
め

る
用

途
の

建
築

物
に

つ
い

て
の

特
定

建
築

行
為

の
許

可
に

か
か

る
居

室
の

床
面

の
高

さ
に

関
す

る
基

準
市

町
村

※
5

○

第
7
1
条

第
2
項

第
7
3
条

P
8
-
4
7

特
定

建
築

行
為

の
変

更
の

申
請

に
係

る
申

請
書

の
記

載
事

項
条

例
で

定
め

る
用

途
の

建
築

物
に

つ
い

て
の

特
定

建
築

行
為

の
許

可
に

か
か

る
申

請
書

の
記

載
事

項
市

町
村

※
5

○

※
1
　

：
　

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
（
６

ヶ
月

以
内

施
行

分
）
に

つ
い

て
（
令

和
３

年
1
1
 月

１
日

国
都

安
第

4
9
 号

、
国

都
計

第
9
6
 号

、
国

都
公

景
第

1
1
2
 号

、
国

水
政

第
8
2
 号

、
国

住
参

建
第

2
0
1
6
 号

）

※
2
　

：
　

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
の

運
用

に
つ

い
て

（
令

和
４

年
１

月
1
9
 日

国
水

政
第

1
1
0
 号

、
国

水
治

第
1
4
5
 号

、
国

水
下

流
第

1
7
 号

）

※
3
　

：
　

地
方

公
共

団
体

に
よ

る
事

務
の

実
施

に
よ

ら
ず

、
条

例
や

規
則

に
よ

る
定

め
が

必
要

な
事

項

※
4
　

：
　

保
全

調
整

池
、

貯
留

機
能

保
全

区
域

を
指

定
し

た
と

き
は

条
例

の
定

め
に

よ
る

標
識

の
設

置
が

義
務

づ
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
に

留
意

す
る

※
5
　

：
　

区
域

ご
と

の
制

限
用

途
を

定
め

た
場

合
に

は
当

該
事

項
を

条
例

で
定

め
る

こ
と

に
留

意
す

る

法
令

上
の

実
施

主
体

法
令

規
則

施
行

通
知

※
1

運
用

通
知

※
2

本
書

掲
載

P
事

項
の

概
要

条
例

又
は

規
則

で
定

め
る

内
容

条
例

 又
は

規
則

必
須

※
3
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表
 1

-3
 
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
示
、
公
告
又
は
縦
覧
す
る
事
項
の
一
覧

 

公
示

公
告

縦
覧

「
特

定
都

市
河

川
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と
第

３
条

第
1
0
項

第
１

条
１

．
（
４

）
②

P
2
-
9

特
定

都
市

河
川

及
び

特
定

都
市

河
川

流
域

の
指

定
○

都
道

府
県

指
定

時
○

第
３

条
第

１
１

項
第

１
条

１
．

（
４

）
②

P
2
-
9

特
定

都
市

河
川

及
び

特
定

都
市

河
川

流
域

の
変

更
、

解
除

都
道

府
県

変
更

、
解

除
時

○

「
流

域
水

害
対

策
計

画
の

策
定

」
に

関
す

る
こ

と
第

８
条

第
３

項
第

３
条

第
４

条
-

河
川

管
理

者
が

管
理

す
る

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

の
区

域
の

指
定

、
変

更
河

川
管

理
者

-
○

「
雨

水
貯

留
浸

透
施

設
整

備
計

画
の

認
定

等
」
に

関
す

る
こ

と
第

2
1
条

第
１

項
第

1
4
条

４
．

（
９

）
③

P
5
-
2
6

認
定

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
係

る
管

理
協

定
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

旨
地

方
公

共
団

体
締

結
前

○

第
2
1
条

第
１

項
４

．
（
９

）
③

P
5
-
2
6

認
定

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
係

る
管

理
協

定
地

方
公

共
団

体
締

結
前

○

第
2
2
条

第
1
5
条

４
．

（
９

）
③

P
5
-
2
6

認
定

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
係

る
管

理
協

定
を

締
結

し
た

旨
（
変

更
含

む
）

地
方

公
共

団
体

締
結

時
○

※
4

第
2
2
条

４
．

（
９

）
③

P
5
-
2
6

認
定

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
係

る
管

理
協

定
の

写
し

地
方

公
共

団
体

締
結

時
○

「
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
の

許
可

」
に

関
す

る
こ

と
第

９
条

第
２

項
第

2
1
条

２
．

（
８

）
①

P
6
-
3
0

基
準

降
雨

の
定

め
○

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

事
務

処
理

市
町

村
特

定
都

市
河

川
等

の
指

定
公

示
の

日
○

第
4
1
条

第
２

項
-

義
務

者
が

必
要

な
措

置
を

行
う

べ
き

旨
及

び
義

務
者

が
当

該
措

置
を

行
わ

な
い

と
き

は
都

道
府

県
知

事
等

が
当

該
措

置
を

行
う

旨
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

措
置

を
命

じ
る

前
○

第
4
1
条

第
３

項
第

3
1
条

-
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
に

係
る

監
督

処
分

を
行

っ
た

旨
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

措
置

を
命

じ
た

時
○

「
保

全
調

整
池

の
指

定
」
に

関
す

る
こ

と
第

4
4
条

第
３

項
第

3
2
条

-
保

全
調

整
池

の
指

定
、

解
除

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
指

定
時

　
　

○
※

5

第
4
9
条

第
１

項
第

3
7
条

-
保

全
調

整
池

に
係

る
管

理
協

定
を

締
結

し
よ

う
と

す
る

旨
地

方
公

共
団

体
締

結
前

○

第
4
9
条

第
１

項
-

保
全

調
整

池
に

係
る

管
理

協
定

地
方

公
共

団
体

締
結

前
○

第
5
0
条

第
3
8
条

-
保

全
調

整
池

に
係

る
管

理
協

定
を

締
結

し
た

旨
（
変

更
含

む
）

地
方

公
共

団
体

締
結

時
○

第
5
0
条

-
保

全
調

整
池

に
係

る
管

理
協

定
の

写
し

地
方

公
共

団
体

締
結

時
○

「
貯

留
機

能
保

全
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と
第

5
3
条

第
４

項
第

3
9
条

５
．

（
２

）
④

P
7
-
1
1

貯
留

機
能

保
全

区
域

の
指

定
、

解
除

（
名

称
及

び
指

定
番

号
、

位
置

、
形

状
）

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
指

定
時

　
　

○
※

5

「
浸

水
被

害
防

止
区

域
の

指
定

」
に

関
す

る
こ

と
第

5
6
条

第
３

項
第

4
6
条

６
．

（
２

）
④

P
8
-
1
2

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
を

し
よ

う
と

す
る

旨
都

道
府

県
指

定
前

○

第
5
6
条

第
３

項
６

．
（
２

）
④

P
8
-
1
2

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
の

案
、

当
該

指
定

を
し

よ
う

と
す

る
理

由
の

縦
覧

都
道

府
県

指
定

前
○

第
5
6
条

第
６

項
第

７
項

第
4
7
条

第
4
8
条

６
．

（
２

）
④

P
8
-
1
2

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
、

変
更

、
解

除
（
指

定
の

区
域

、
基

準
水

位
、

流
体

力
が

最
大

と
な

る
と

き
の

水
深

及
び

流
速

）
都

道
府

県
指

定
時

　
　

○
※

6

第
5
6
条

第
９

項
６

．
（
２

）
④

P
8
-
1
2

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
の

公
示

さ
れ

た
事

項
を

記
載

し
た

図
書

関
係

市
町

村
指

定
時

○

第
6
3
条

第
３

項
第

6
3
条

６
．

（
４

）
⑤

P
8
-
4
1

特
定

開
発

行
為

に
関

す
る

工
事

が
完

了
し

た
旨

及
び

当
該

工
事

の
完

了
後

に
お

い
て

当
該

工
事

に
係

る
特

定
開

発
区

域
内

の
地

盤
面

の
高

さ
が

基
準

水
位

以
上

で
あ

る
区

域
が

あ
る

と
き

は
そ

の
区

域
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

検
査

済
証

明
交

付
時

○

第
7
3
条

第
２

項
P
8
-
5
5

特
定

開
発

行
為

又
は

特
定

建
築

行
為

に
係

る
監

督
処

分
を

し
よ

う
と

す
る

場
合

に
お

け
る

義
務

者
が

必
要

な
措

置
を

行
う

べ
き

旨
及

び
義

務
者

が
当

該
措

置
を

行
わ

な
い

と
き

は
都

道
府

県
知

事
等

が
当

該
措

置
を

行
う

旨
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

措
置

を
命

じ
る

前
○

第
7
3
条

第
３

項
第

7
5
条

P
8
-
5
5

特
定

開
発

行
為

又
は

特
定

建
築

行
為

に
か

か
る

監
督

処
分

を
行

っ
た

旨
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

措
置

を
命

じ
た

時
○

※
1
　

：
　

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
施

行
（
６

ヶ
月

以
内

施
行

分
）
に

つ
い

て
（
令

和
３

年
1
1
 月

１
日

国
都

安
第

4
9
号

、
国

都
計

第
9
6
号

、
国

都
公

景
第

1
1
2
号

、
国

水
政

第
8
2
号

、
国

住
参

建
第

2
0
1
6
号

）

※
2
　

：
　

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
の

運
用

に
つ

い
て

（
令

和
４

年
１

月
1
9
 日

国
水

政
第

1
1
0
 号

、
国

水
治

第
1
4
5
 号

、
国

水
下

流
第

1
7
 号

）

※
3
　

：
　

特
定

都
市

河
川

等
の

指
定

の
際

に
公

示
等

が
必

要
な

事
項

※
4
　

：
　

協
定

施
設

内
に

協
定

施
設

で
あ

る
旨

を
（
又

は
土

地
の

区
域

内
に

協
定

施
設

が
区

域
内

に
存

す
る

旨
を

）
明

示
す

る

※
5
　

：
　

保
全

調
整

池
、

貯
留

機
能

保
全

区
域

の
指

定
に

係
る

公
示

に
つ

い
て

土
地

の
所

有
者

、
市

町
村

長
へ

通
知

す
る

※
6
　

：
　

浸
水

被
害

防
止

区
域

の
指

定
に

係
る

公
示

後
、

公
示

さ
れ

た
事

項
が

記
載

さ
れ

た
図

書
を

関
係

市
町

村
長

へ
送

付
す

る

法
令

規
則

施
行

通
知

※
1

公
示

 o
r 

公
告

 o
r 

縦
覧

指
定

※
3

実
施

タ
イ

ミ
ン

グ
法

令
上

の
実

施
主

体
運

用
通

知
※

2
本

書
掲

載
P

公
示

、
公

告
又

は
縦

覧
す

る
内

容


